
   姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、高齢者又は障害者（以下「高齢者等」という。）が居住してい

る、又は居住しようとする住宅の改造、増築及び改築（以下「改造等」という。）

に係る経費（以下「住宅改造費」という。）を助成することにより、高齢者等に配

慮した住宅改造を促進し、快適な居住環境をつくり、もって高齢者等の福祉の増進

に資するとともに、長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくりを実現すること

を目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 住宅 高齢者等が現に住居の用に供している、又は供する見込みがある市内の

既存の建築物をいう。 

 ⑵ 改造 住宅の構造耐力上主要な部分（建築物の倒壊の防止等を目的とする、構

造耐力上の面からみて主要な部分で、筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱な

どをいう。以下同じ。）の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新、模

様替えなどをいう。 

 ⑶ 増築 住宅の延べ面積を増加させることをいう。 

 ⑷ 改築 住宅の構造耐力上主要な部分の一部を除去し、間取りの変更を行うこと

又は構造耐力上主要な部分以外の部分の一部を除去し、若しくは新設し、大規模

な間取りの変更等を行うことをいう。  

 （助成の対象） 

第３条 住宅改造費の助成の対象は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 市内に居住する次のいずれかに該当する者（以下「対象者」という。）が属す

る世帯（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の世帯の取扱いの例により、

同一世帯として認定するものを含む。以下「対象世帯」という。）で、別表第１

に定める世帯階層区分に該当し、住宅の改造等を必要とするもの 



  ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により要介護又は要支援の認

定を受けた６５歳以上の者 

  イ 介護保険法の規定により要介護又は要支援の認定を受けた４０歳以上６５歳

未満の者 

  ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定に基づく身

体障害者手帳の交付を受けた６５歳未満の者 

  エ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定する知的障害

者更生相談所で判定を受けて、療育手帳の交付を受けた６５歳未満の者 

  オ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所で

知的障害児の判定を受けて、療育手帳の交付を受けた者 

  カ その他市長が特に必要があると認める者 

 ⑵ 平成１４年９月３０日以前に建築された１棟（一の管理組合が管理する複数棟

で一連の工事が行われる場合、当該複数棟を１棟とみなす。）につき２１戸以上

の分譲の共同住宅（平成５年１０月１日以後に建築された共同住宅で５１戸以上

のものを除く。）の管理組合（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律

第６９号）第３条に規定する団体をいう。以下同じ。）とする。 

２ 介護保険制度の居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費の給付を受けた

世帯、姫路市障害福祉地域生活支援事業の実施に関する要綱（平成１８年９月２９

日制定）に基づく住宅改修費の給付を受けた世帯又はこの要綱に基づき住宅改造費

の助成を受けた世帯は、当該給付又は助成に係る住宅については、再度、この要綱

に基づく住宅改造費の助成を受けることはできない。また、当該住宅について、他

の助成事業と重ねてこの要綱に基づく住宅改造費の助成を受けることはできない。

ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度この要綱に基づく住

宅改造費の助成をすることができる。 

 ⑴ 当該世帯に属する対象者の身体機能の低下等によりその状況に合わせた改造等

が特に必要と認められる場合 

 ⑵ 当該世帯において新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造等が特に必要

と認められる場合 



 ⑶ 対象者について著しく要介護状態等が重くなり、改めて介護保険制度の居宅介

護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の受給が可能になった場合 

３ この要綱に基づき住宅改造費の助成を受けた管理組合は、当該助成の対象となっ

た共同住宅の同一の棟について、再度、この要綱に基づく住宅改造費の助成を受け

ることはできない。また、当該同一の棟について、他の助成事業と重ねてこの要綱

に基づく住宅改造費の助成を受けることはできない。 

 （対象経費等） 

第４条 対象世帯又は前条第 1項第２号に掲げる管理組合（以下「対象管理組合」と

いう。）に対する助成の対象とする経費（以下「対象経費」という。）は、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 住宅改造型（前条第１項第１号アからカまでに掲げる者が属する対象世帯が、

別表第１に定める世帯階層区分に該当し、住宅改造相談員が現地確認のうえ、住

宅改造の必要性、緊急性等を評価し、その者の身体状況に応じて行う住宅の改造

をいう。以下同じ。） 次の各号に掲げる工事に要する経費（対象者用居室等の

増改築を伴う住宅改造を行う場合（以下「増改築型」という。）にあっては、こ

れらの経費に、当該増改築工事に要する経費で１５万円に増改築面積（㎡）を乗

じて得た額を超えない額を加えたもの） 

  ア 介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の対象となる工

事 

  イ 姫路市障害福祉地域生活支援事業の実施に関する要綱に基づく住宅改修費の

給付対象となる工事 

  ウ 対象者が当該住宅で生活する上で市長が特に必要と認める工事 

 ⑵ 共用部改造型（対象管理組合が行う次に掲げる要件を備えた共同住宅の共用部

分の改造をいう。）別表第２に掲げる助成対象工事に要する経費の合計額 

  ア 別表第２に掲げる改造箇所において、同表中必須の項の工事を取り入れた改

造工事を行うこと。 

  イ 別表第２に掲げる助成対象工事の技術的な基準は、原則として、福祉のまち

づくり条例施行規則（平成５年兵庫県規則第１５号）別表第３の基準によるこ



と。 

２ 前項の場合において、介護保険制度又は姫路市障害福祉地域生活支援事業の実施

に関する要綱に基づく住宅改修費の給付を受けることが可能な者は、当該制度を優

先して利用しなければならない。 

３ 第１項第１号アからウまでに掲げる工事の経費は、次に掲げる条件を満たしてい

なければならない。 

 ⑴ 前条第１項第１号ア又はイに該当する者が属する世帯においては、介護保険制

度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額であること。 

 ⑵ 前条第１項第１号ウに該当する者が属し、姫路市障害福祉地域生活支援事業の

実施に関する要綱に基づく住宅改修費の給付対象となる世帯においては、当該事

業の住宅改修費を含む額であること。 

 ⑶ 別表第３工事名称・項目の欄に掲げる工事については同表単価の欄に定める額

を著しく超えないこととし、同表に定めのない工事については最低限必要な範囲

にとどめ、著しく高額でないこと。 

４ 第１項の規定（同項第２号の規定を除く。）は、共同住宅については原則として

専用部分の住宅の改造に限り適用し、賃貸住宅については当該住宅の所有者の承認

を得ている場合に限り承認する。 

 （同居促進の特例） 

第５条 市長は、対象者と同居しようとする世帯が、対象者と同居するために市内の

住宅の改造及びそれに伴う対象者用の居室等の増築又は改築を行う場合は、前条の

対象経費を助成することができる。ただし、当該対象者と同居しようとする世帯と

当該対象者の属する世帯を生活保護法の世帯の取扱いの例により一の世帯とみなし

た場合において、別表第１に定める世帯階層区分に該当するときに限る。 

 （助成額） 

第６条 第４条第１項第１号に掲げる区分に該当する場合の助成額は、１世帯につき

、同号の規定による対象経費の合計額と１００万円を比較して少ない方の額から、

次に掲げる額を控除した額に別表第１に定める世帯階層区分に応じたバリアフリー

改造の欄に定める助成率を乗じて得た額とする。 



 ⑴ 第３条第１項第１号ア又はイに該当する者が属する世帯においては、介護保険

制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額 

 ⑵ 第３条第１項第１号ウに該当する者が属し、姫路市障害福祉地域生活支援事業

の実施に関する要綱に基づく住宅改修費の給付対象となる世帯においては、当該

住宅改修費給付基準額 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第１項第１号ウからカまでに該当する者で、前

項第２号の対象とならない者を含む世帯で、別表第１に定める助成率が３／３の世

帯階層区分に属する世帯にあっては、対象経費の１割と介護保険制度の居宅介護住

宅改修費限度額相当額又は介護予防住宅改修費限度額相当額の１割のいずれか少な

い額を控除した額を助成するものとする。 

３ 第４条第１項第１号に規定する増改築型を行う場合にあっては、１世帯につき、

前２項のほか、第４条の規定により算出した当該増改築工事に係る対象経費の額と

１５０万円とを比較して低い方の額に３分の１を乗じて得た額を加えた額とする。 

４ 第４条第１項第２号に掲げる区分に該当する場合の助成額は、共同住宅１棟につ

き、同号の規定による対象経費の合計額ごとに、別表第４助成対象工事費の欄に定

める金額に応じ、同表助成額の欄に定める額とする。 

５ 前各項の場合において、千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。 

 （申請者） 

第７条 住宅改造費の助成を申請することができる者は、第４条第１項第１号に規定

する経費に係る助成については、対象世帯の構成員又は第５条に規定する世帯の構

成員のうち、原則として助成の対象となる高齢者等とし、第４条第１項第２号に規

定する経費に係る助成については、対象管理組合の代表者とする。 

 （申請手続） 

第７条の２ 第４条第１項第２号に掲げる共用部改造型の住宅改造費の助成を受けよ

うとする者（以下「共用型申請者」という。）は、住宅改造費助成申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 工事費見積書（様式第２号） 

 ⑵ 工事全体見積書 



 ⑶ 住宅改造の内容がわかる図面 

 ⑷ 工事着工前の写真 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

第７条の３ 第４条第１項第１号に掲げる住宅改造型の住宅改造費の助成を受けよう

とする者（以下「住宅改造型申請者」という。）は、住宅改造費助成申請書（様式

第３号）及び次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 住宅現況図及び住宅改造計画図 

 ⑵ 工事費見積書（施工業者の作成したもの） 

 ⑶ 改造しようとする住宅が借家又は公営住宅等対象世帯の構成員以外の者が所有

する住宅の場合にあっては、工事承諾書（様式第２号の２）又は工事について所

有者の承諾を受けたことが分かる書類 

 ⑷ １０平方メートル以上の増築又は改築を行う場合にあっては、建築確認申請書

の写し 

２ 前項第１号に掲げる住宅改造計画図面の作成に当たって、改造の内容についての

助言を希望する住宅改造型申請者は、市長に、住宅改造相談員の派遣を求めること

ができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、前項の規定に基づいて市長に住宅改造相談員の派遣

を求めた住宅改造型申請者は、第１項第１号及び第２号に掲げる書類を住宅改造相

談員の助言の後に提出することができる。 

 （決定） 

第８条 市長は、共用型申請者から住宅改造費助成申請書の提出があったときは、改

造等の内容等を確認した後、助成の可否を決定し、住宅改造費助成工事内容通知書

（様式第４号）及び住宅改造費助成決定（可・否）通知書（様式第５号）により、

当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、住宅改造型申請者から住宅改造費助成申請書の提出があったときは、高

齢者等の身体状況、改造等の内容等を確認した後、助成の可否を決定し、住宅改造

費助成工事内容通知書（様式第５号の２又は様式第５号の３）及び住宅改造費助成

決定（可・否）通知書（様式第５号の４）により、当該申請者に通知するものとす



る。 

 （完了届） 

第９条 前条の規定による住宅改造費の助成の決定を受けた者（以下「助成の決定を

受けた者」という。）は、当該住宅の対象改造箇所の工事に着手し、その完了後速

やかに住宅改造工事完了届（様式第６号又は様式第６号の２）に次の各号に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該工事の完了

は、市長が認める場合を除き、前条の規定による助成の決定の日の属する年度の２

月末日までとする。 

 ⑴ 工事請負契約書 

 ⑵ 工事費請求書（施行業者の作成したもの） 

 ⑶ 工事完了後の写真 

 ⑷ 工事費領収書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の届出があったときは、当該届出の内容を審査し、工事の完了を確

認するものとする。 

 （変更決定） 

第１０条 市長は、前条第２項の通知後に申請者から工事内容変更の申し出があった

場合又は工事完了確認の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定内

容を変更し、住宅改造費助成決定（変更・取消）通知書（様式第８号。以下「変更

・取消通知書」という。）により助成の決定を受けた者に通知するものとする。 

 ⑴ 助成の決定を受けた者が決定を受けた対象改造箇所の工事の一部を実施しない

とき。 

 ⑵ 対象改造箇所の工事に要した実支出額を基に第６条の規定により算出した額が

改造費助成決定額に満たないとき。 

 （助成金の請求及び交付） 

第１１条 助成の決定を受けた者は、第９条第２項の規定による工事完了確認後、助

成の決定の日の属する年度の 3月末日までに、住宅改造費助成金請求書（様式第７

号又は様式第７号の２）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな



い。 

 ⑴ 助成決定書の写し 

 ⑵ 前条の規定により助成決定内容の変更の通知を受けたときは、変更・取消通知

書の写し 

 （助成決定の取消し） 

第１２条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

住宅改造費の助成を取り消すことができる。 

 ⑴ 虚偽の申請、その他不正な行為により助成決定を受けたとき。 

 ⑵ 決定を受けた対象改造箇所の工事の全部を実施しないとき。 

 ⑶ その他市長が助成を行うことを不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項に規定により助成決定の取消しを決定したときは、変更・取消通知

書により助成の決定を受けた者に通知するものとする。 

 （助成金の返還） 

第１３条 市長は、前条の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成

金が交付されているときは、速やかに住宅改造費助成金返還命令書（様式第９号）

により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 （雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定

める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱（平成６年５月２日制定。以下「旧要綱

」という。）は、廃止する。 

３ この要綱の施行前に旧要綱の規定に基づいてなされた助成その他の行為について

は、なお従前の例による。 

４ 第３条第２項の規定の適用については、旧要綱の規定に基づいてなされた助成は

この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。 

５ この要綱の施行の際現に旧要綱第５条第３項の規定によってした通知は、当該通



知に係る申請者から第７条第２項の規定に基づき住宅改造費助成申請書が提出され

たときは、同条第３項の規定によってしたものとみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱第３条、第４条

及び第６条の規定は、平成１２年４月１日以後に助成の申請があったものについて

適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年１月６日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１５年６月２日から施行する。 

２ この要綱による姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱第６条及び別表第２の規

定は、この要綱の施行の日以後に助成の申請があった者に係る助成額について適用

し、同日前に申請があった者に係る助成額については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱第６条、別表第

３及び別表第４の規定は、平成１６年７月１日以後に助成の申請があった者に係る

助成額について適用し、同日前に申請があった者に係る助成額については、なお従

前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第３条、第４条及び第６条の規定は、この要綱の施行の

日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助成については



、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２４年６月４日から施行する。 

２ この要綱による改正後の姫路市高齢者等住宅改造費助成事業要綱の規定は、平成

２４年４月１日以後に申請のあった助成について適用し、同日前に申請のあった助

成については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施工期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式（次項において「旧様 

式」という。）により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式による



ものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 


